
仙台保健福祉事務所管内リハビリテーション情報

住　所 〒

電話番号（代表）

FAX番号（代表）

メールアドレス（代表）

○

・病棟種別等 ○ 急性期病棟 ○ 回復期病棟 ○ 一般病棟 ○ 療養病棟 ○ 地域包括ケア病棟 ○ その他

・外来リハビリテーション ○ ○ ○ 不可

○

・外来リハビリテーション ○ ○ ○ 不可

○

・障害児（18歳以下）の訪問リハ ○ ○ ○ 不可

・訪問実施地域（具体的に記載）

・保険制度の適応 ○ 医療保険 ○ 介護保険

・リハビリテーション指示書記載医の指定 ○ ○

○

・提供形態 ○ ○ 診療所 ○

・障害児（18歳以下）の訪問 ○ ○ ○ 不可

・訪問実施地域（具体的に記載）

・保険制度の適応 ○ 医療保険 ○ 介護保険

・リハビリテーション指示書記載医の指定 ○ ○

○

○

・サービス提供時間

・送迎実施地域（具体的に記載）

・保険制度の適応 ○ 　医療保険 ○ 介護保険

・リハビリテーション指示書記載医の指定 ○ ○

○

○

・送迎実施地域（具体的に記載）

●

・実施サービス名（具体的に記載）

・送迎実施地域（具体的に記載）

○

・具体的内容

機関名
（事業所名称） 利府こども発達センター

基

本

情

報

981-0112 宮城郡利府町利府字八幡崎63番1

022-290-3567

022-290-6678

rifuko@sawaoto.jp

○ 不可

診療所

可 要相談

事

業

所

の

種

類

病院

可 要相談

・障害児（１８歳以下）の
   外来リハビリテーション

○ 可 ○ 要相談

不可

訪問看護ステーション

可 要相談

・障害児（１８歳以下）の
   外来リハビリテーション

○ 可 ○ 要相談 ○

可 要相談

法人や自院の医師の指示書に限る　 指示書があれば医療機関は問わない

法人や自院の医師の指示書に限る　 指示書があれば医療機関は問わない

訪問リハビリテーション

病院 老人保健施設

多賀城市、塩竈市、宮城郡、黒川郡としていますが、その他の地区については相談とします。な
おエリア内でも送迎できない場合もありますのでご了承願います。

介護老人保健施設

通所リハビリテーション

　法人や自院の医師の指示書に限る　 　指示書があれば医療機関は問わない

介護老人福祉施設

通所介護

障害児・者福祉サービス

児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、共同生活援助、短期入所、利府町乳幼児発達相談支援事業

その他

mailto:rifuko@sawaoto.jp


仙台保健福祉事務所管内リハビリテーション情報

【 】

常勤 人 人

常勤 人 1 人

常勤 2 人 人

問合せ
方法

問合せ
時間帯

曜
日

月 ～ 金 時間帯 ～

リハ
問合せ
留意事項
（ルート
ルール
その他）

リハ
紹介
（特色
等）

・児童発達支援「どんぐり」：就学前の児とそのご家族に通園していただき、各種活動を行って児の発達を
促す支援とアドバイスを実施します。

・放課後等デイサービス「あのね」：学童児の放課後や夏休み等の長期休み時に各種活動を行って発達を促
しています。

・保育所等訪問支援「のびっこ」：受給者証をお持ちの児が通う保育所や幼稚園、学校などに伺い、その児
がより良い発達や集団に適応するためなどの専門的なアドバイスを行う事業です。

・共同生活援助「ぼくらの家」：障がい者の生活の場として主に夜間や週末等に食事・排泄・入浴等の介
護、その他日常生活上の援助を行います。

・短期入所「みんなの家」：在宅で生活している障がい児・者の家族の用事等やお泊り訓練などで、宿泊で
の入浴・食事介助等の生活支援を行ないます。

・利府町乳幼児発達相談支援事業「森の相談室」「コアラ教室」：利府町の委託を受け、乳幼児の発達相談
を行っています。予約制の相談と療育支援教室で、言語・精神・運動面での発達に不安を持ったお子さんや
保護者の方の相談に応じたり、実際の支援を行ったりしています。

リハ職は常駐しておりませんので、宮城県障害児療育支援事業「あとれ」へお電話ください。なお、利府こ
ども発達センターで連絡を受けた場合、リハ職より折り返しご連絡します。

利府こども発達センター

リハ
問合せ
窓口
（担当
課）

宮城県障害児療育支援事業
「あとれ」

電話(090-2997-3567)

8時30分 17時30分

リ

ハ

部

門

の

詳

細

　FAX番号（リハ担当部署）

　電子メールアドレス
　（リハ担当部署）

　理学療法士（ＰＴ） 非常勤

　リハビリテーション担当部署

　電話番号（リハ担当部署）

　作業療法士（OＴ） 非常勤

　言語聴覚士（ＳＴ） 非常勤


